
介護保険法で定められた介護支援専門員のことです。

介護が必要になったご本人様やご家族様が、介護保険サービス（場合によっては
保険外サービス）を利用することで、日常の困りごとを解決し、住み慣れたご自
宅で自分らしく暮らし続けるお手伝いをします。

介護に関するお悩みを相談してみませんか。

◆ 介護保険のことがわからない。まず一度説明を聞いてみたい。

◆ 介護認定の申請をしたいが、どこでどうしたらいいかわからない。

◆ 足腰が動かしづらくなってきた。リハビリをしたい。

◆ 一人で出かけられず気持ちが沈みがち。

◆ 気分転換の機会を作って元気に暮らしたい。

◆ 玄関に手すりがあったら助かるのに。

◆ 歩行器（車イス）を借りて使いたい。

◆ 転ぶ不安で入浴できない。安心して入浴したい。

◆ 一人暮らしだけど、家事が大変になってきた。

◆ 家族が認知症と診断された。どうやって介護していこう？

◆ 一生懸命介護してきたけれど少し疲れた。休養の相談をしたい。

こんなことお悩みではありませんか？

ケアマネジャーとは？

ケアプラン ゆきよし

所在地：新潟市江南区稲葉１−４−３

０25-288-5609

営業時間：月曜〜金曜 8:30〜17:30

（ゆきよしクリニック内）

ケアマネジャーがお話をお聞きします。



◆ 介護保険サービス利用までの流れ

介護保険被保険者証 介護サービス負担割合証

サービス計画の作成の為の

お話を伺います

ケアプランを作成します

サービス事業者と契約します

在宅サービスを利用します

サービス画の作成の為の

お話を伺います

介護予防ケアプランを作成します

サービス事業者と契約します

介護予防サービス、介護予防・
生活支援サービスを利用します

直接契約します 包括と契約して頂き
委託として担当します

65歳を過ぎると認定がなく

ても一度交付されています。
認定を受けると交付されます。

要介護１〜５と認定された方 要支援１・２と認定された方

◆ 介護保険証について

皆様の困り事、ご要望をお聞きし、

解決のためのご提案をいたします。

具体的なサービス利用について

相談しながら決定していきます。

お手元にある方はご相談の際に○の部分を確認

させて頂きます。ご準備をお願い致します。

ゆきよし 太郎
ゆきよし 太郎


